
個
人
住
民
税
に
お
け
る

特
別
徴
収
義
務
者
の
一

斉
移
行

　

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
と

県
北
地
区
管
内
8
市
町
村
（
福

島
市
、
二
本
松
市
、
伊
達
市
、

本
宮
市
、
桑
折
町
、
国
見
町
、

川
俣
町
、
大
玉
村
）
で
は
、
個

人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
推
進

す
る
た
め
、平
成
28
年
度
か
ら
、

法
令
の
要
件
に
該
当
す
る
す
べ

て
の
事
業
主
（
給
与
支
払
者
）

を
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
一

斉
に
移
行
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
さ

れ
る
と
、
従
業
員
に
支
払
う
毎

月
の
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を

特
別
徴
収
（
天
引
き
）
し
、
各

市
町
村
に
納
入
し
て
い
た
だ
く

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
見
町
ま
た
は
県

北
地
方
振
興
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
課
税
係
☎
５
８
５
‐

２
７
７
８
、
県
北
地
方
振
興
局　

県
税
部
☎
５
２
３
‐
３
５
９
８

「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」を
発
行
し
ま
す
。

年
末
調
整
・
確
定
申
告

ま
で
大
切
に
保
管
を
！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税

や
住
民
税
の
申
告
で
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
（
そ
の
年
の
1
月
1
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た

保
険
料
が
該
当
し
ま
す
）。

　

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受

け
る
た
め
に
は
、
支
払
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
平
成
27
年
1
月
1
日
か
ら

9
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

は
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
本

年
11
月
上
旬
よ
り
順
次
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
10
月
1
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
の
間
に
今
年
は
じ
め

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ

れ
た
方
に
は
、
来
年
の
2
月
上

旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
納
付

さ
れ
た
ご
本
人
の
社
会
保
険
料

控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ご
家
族
宛
て
に
送
ら

れ
た
控
除
証
明
書
も
添
付
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
等
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☎
０
５
７
０
‐
０
５
８
‐

５
５
５
（
ね
ん
き
ん
定
期
便
・

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
等
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で

お
か
け
に
な
る
場
合
は
☎
０
３

‐
６
７
０
０
‐
１
１
４
４

自
動
音
声
で
ご
案
内
し
ま
す
。

自
動
音
声
に
従
っ
て
「
３
」
を

押
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　

平
成
28
年
3
月

15
日
火
ま
で

▼
受
付
時
間　

午
前
9
時
か
ら

午
後
7
時
、
第
2
土
曜
日　

午

前
9
時
か
ら
午
後
5
時

※
第
2
土
曜
日
を
除
く
土
日
祝

日
、
12
月
29
日
か
ら
1
月
3
日

は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

第
38
回
福
島
自
衛
隊

　
　
　
　
　
　
音
楽
祭

▼
日
時　

平
成
28
年
1
月
24
日

日
第
1
回
公
演
午
前
10
時
か
ら

（
午
前
9
時
15
分
開
場
）、
第
2

回
公
演
午
後
2
時
か
ら
（
午
後

1
時
15
分
開
場
）

▼
場
所　

福
島
県
文
化
セ
ン

タ
ー
大
ホ
ー
ル

▼
入
場
料　

入
場
無
料
（
満
員

の
場
合
、
入
場
制
限
が
あ
り
ま

す
）

▼
駐
車
場　

松
川
河
川
敷
駐
車

場（
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
有
り
）

問
陸
上
自
衛
隊
福
島
駐
屯
地
広

報
室

☎
５
９
３
‐
１
２
１
２

1
月
10
日
は

　
　「
１
１
０
番
の
日
」

　

警
察
で
は
、
1
月
10
日
を

「
１
１
０
番
の
日
」
と
定
め
、

１
１
０
番
通
報
の
正
し
い
利
用

「心配ごと相談」
		　	開催日　		1 月 14 日木、28 日木

			　時　間 　 午前 9 時から正午

			　場　所 　 観月台文化センター第 2 和室

			　相談員  　民生児童委員

	「障がい者相談」
								開催日　1 月 19 日火　

								時　間　午前 10 時から午後 4 時

								場　所　役場庁舎　中会議室【北側】

								相談員　NPO 法人「ひびきの会」

※秘密は厳守いたします。費用はかかりません。予約制ではありません。お気軽にご来場ください。
◆問い合わせ　保健福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

お
知
ら
せ

1 月の
相談会

　　
　　人口　　  9,649 人　（△ 12）
　　  男　　    4,643 人　（△ 6）
     　 女　         5,006 人　（△ 6）　
　    世帯　  　3,403 世帯（+ 1）
   ※ 広報くにみでは住民基本台帳
　　人口を掲載しています。   

人口と世帯（平成 27 年 10 月 31 日現在）

　毎週木曜日は住民生活課戸籍係窓口業務を
午後 7 時まで延長しています

≪窓口延長の日≫　12月 10 日、17 日、24 日
　　　　　　　　							1 月				7 日、		14 日、21	日、28 日
≪交付できる証明書等≫住民票・戸籍証明書、印鑑登録証明
書の交付、印鑑登録、戸籍の届出

※取扱いできない手続き　転入・転出・転居等の住所異動の　
　届出、税証明書等の交付はできません。
※詳しくは、戸籍係までお問い合わせください。
問住民生活課戸籍係　☎ 585-2115

戸籍の窓口からのお知らせ

　掲載を希望されない方は、届出の際
にお申し出ください。

●おくやみ申し上げます●

戸 籍 の 窓 口
10 月 21 日～ 11 月 20 日受付分

●誕 生 お め で と う ●　

 広報くにみに掲載された写真を希望する方は、総務課

☎ 585-2111（代表）までご連絡ください。

阿部　結
ゆ い と

心ちゃん
昂平さん　千華さん （ 板 橋 南 ）

方
法
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。

　

１
１
０
番
は
、
事
件
・
事

故
専
用
の
緊
急
電
話
で
す
。

１
１
０
番
の
通
報
要
領
は
、
ま

ず
何
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
場

所
は
ど
こ
な
の
か
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。
住
所
が
分
か
ら
な
い

場
合
は
「
コ
ン
ビ
ニ
、
会
社
等

の
建
物
名
」
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。
あ
と
は
警
察
官
が
順
を

追
っ
て
お
尋
ね
し
ま
す
の
で
、

落
ち
着
い
て
答
え
て
く
だ
さ

い
。

※
携
帯
電
話
に
よ
る
１
１
０
番

　

通
報
時
の
お
願
い

○
現
場
を
離
れ
ず
に
通
報
を
～

　

現
場
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま

　

す
。

○
運
転
中
は
必
ず
停
止
し
て
通

　

報
を
～
通
話
が
途
切
れ
る
お

　

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

○
し
ば
ら
く
の
間
は
電
源
を
切

　

ら
な
い
で
～
警
察
で
聞
き
返

　

す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

県
内
の
１
１
０
番
は
、
す
べ

て
福
島
県
警
察
本
部
内
に
あ
る

通
信
指
令
室
に
つ
な
が
り
ま
す

が
、
緊
急
性
の
な
い
相
談
、
困

り
ご
と
で
１
１
０
番
通
報
を

し
、
１
１
０
番
の
電
話
回
線
が

す
べ
て
ふ
さ
が
っ
た
状
態
に
な

る
と
、
１
１
０
番
通
報
が
あ
っ

て
も
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
緊
急
性
の
な
い

相
談
、
困
り
ご
と
は
、
警
察
の

相
談
窓
口
と
な
る
＃
９
１
１
０

番
（
プ
ッ
シ
ュ
回
線
に
限
る
）

ま
た
は
☎
５
２
５
‐
３
３
１
１

に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。
相
談

等
は
桑
折
分
庁
舎
、
駐
在
所
で

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
福
島
北
警
察
署
桑
折
分
庁
舎

☎
５
８
２
‐
２
１
５
１

家
屋
を
解
体
し
た
ら

「
滅
失
届
」
を
！

　　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で

あ
る
「
家
屋
」
を
取
り
壊
し
た

際
に
は
「
家
屋
滅
失
届
」
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

法
務
局
へ
滅
失
登
記
が
完
了
し

て
い
る
場
合
に
は
「
滅
失
届
」

の
提
出
は
不
要
で
す
。　

問
税
務
課
課
税
係

☎
５
８
５
‐
２
７
７
９

佐藤　ツエさん 87 （ 並 柳 ）
佐藤　ノブさん 87 （ 第 ２ ）
佐藤　和哉さん 55 （ 太 田 川 ）
村上　恒夫さん 88 （ 大 木 戸 ）
古内　靖子さん 76 （山崎沢田）
堀江　重吉さん 67 （ 太 田 川 ）
佐野　正治さん 90 （ 第 ８ ）
菊地　武雄さん 76 （ 第 １ ２ ）
佐藤　光康さん 85 （ 川 内 ）
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